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下諏訪町上下水道事業経営戦略（第１期 後期）について 
  

１ 経営戦略策定の目的 

 公営企業については、総務省より「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平

成 26 年 8 月 29 日付総務省自治財政局公営企業三課室長通知）において、将来にわたって

安定的に事業を継続していくための、中長期的な基本計画である「経営戦略」の策定が地方

公共団体に要請されているところです。 

 当町の上下水道事業においては、今後施設の老朽化に伴う大規模な更新投資や人口減少

や節水意識の向上に伴う使用料収入の低下等、厳しい経営環境となることが見込まれます。

このような厳しい環境下においても計画的かつ健全な運営を継続するため、今回経営戦略

を策定するものです。 

 本経営戦略では、今後 10年にわたり、使用料収入の予測値や必要となる投資・財源の試

算結果等を織り込んだ上で、実効性のある経営戦略を策定し、一層の経営基盤の強化等を図

っていくことを目的としています。  

 

２ 経営戦略の内容 

 経営戦略は、施設・設備投資の見通しである「投資計画」と支出の財源見通しである「財

政計画」を均衡させた「投資・財政計画」（収支計画）が中心となり、将来の投資のあり方

に関する検討、維持管理費の削減及び収入増加にかかる方策等の取組により、「収支ギャッ

プ」を解消させた中長期的な経営の基本計画です。 
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３ 経営戦略の位置付け  
  

経営戦略は、第 7 次下諏訪町総合計画において長期的なまちづくりを計画的に進めてい

くための基本理念として掲げている「小さくてもきらりと光る美しいまち」を目指し、施策

としている「安心安全で暮らしやすいまちづくり」との整合を図り、厚生労働省の新水道ビ

ジョンを反映させた「下諏訪町水道事業ビジョン 2023」や、総務省が示す経営戦略策定ガ

イドラインを基に策定します。 

 

＊新水道ビジョン（厚生労働省） 

日本の総人口の減少（給水人口、給水量の減少）、老朽化施設の更新、東日本大震災の経

験（大地震、巨大津波、液状化、放射性物質）等、水道をとりまく状況の大きな変化を踏ま

え、来るべき時代に挑戦するため水道の理想像を明示し、その理想像を具現化するための当

面の間に取り組むべき事項や方策を提示しています。 

 

＊経営戦略（総務省） 

公営企業について、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来や人口減少に伴う料

金収入の減少等により経営環境は厳しさを増しており、不断の経営健全化の取り組みが求

められていることから、将来にわたるサービスの提供を安定的に継続していくための経営

計画である「経営戦略」の策定が必要であるとしています。 

 

 

　

　

　

下諏訪町水道事業における水道事業経営戦略の位置付け

アセットマネジメント
（平成27、28年度策定済）

・現有施設の重要度・優先度を踏まえた更新投
  資の平準化予測
・財源の裏付けを有する更新投資予測

事業計画の継続

進捗状況の確認

・水道事業ビジョンにおける目標の進捗状況の
　確認及び投資・財政計画と実績値との比較、
　乖離の原因等の検証を毎年度実施

水道事業ビジョン策定
（個別施設計画含む）

・長期的視点を踏まえた戦略的な水道事業計画
　を立案
・50年、100年後の将来を見据えた水道の理想像
　を明示（当面の目標点は策定から概ね10年後)
・災害時の破損や大規模断水につながる老朽化
　施設について優先順位づけを行い計画的に施設
　の耐震化・更新を実施
・将来の人口減少に伴う水需要の減少を踏まえた
　施設の廃止・統廃合の検討（ダウンサイジング）

水道事業経営戦略改定
 ・安定期的に水道事業を継続させていくための
   中長期的な投資・財政計画
※経営戦略事後検証・更新に関する事項
   投資・財政計画の見直し

第７次下諏訪町総合計画

内容反映

長野県

水道ビジョン
(平成29年3月)

厚生労働省

新水道ビジョン
(平成25年3月)

考え方を反映

水道施設台帳
反映

※R4年度整備予定

令和４年度以降
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下諏訪町下水道事業における下水道事業経営戦略の位置付け 

 

考え方を反映 内容を反映 

理念を実現するための投資・財政計画 

内容を反映 

【下水道関連上位計画（県）】 

・天竜川流域別下水道整備総合計画 

・諏訪湖流域下水道事業計画 

 

【下水道関連計画（下諏訪町）】 

・下諏訪町公共下水道全体計画 

・下諏訪町公共下水道事業計画（汚水・雨水） 

・下諏訪町下水道総合地震対策計画 

・下諏訪町下水道ストックマネジメント計画 
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４ 経営戦略の期間 
  

 経営戦略で求められている計画期間は中長期的な視点から経営基盤の強化に取り組むこ

とができるように、10年以上を基本としていることから、平成30年度(2018年度)から令和9

年度(2027年度)までの10年間とします。 

 ただし、事業の進捗や環境の変化等に応じて著しく現状と乖離する場合には、随時見直し

ていくものとします。  

 

 

５ 経営戦略の事後検証、更新等 
  

経営戦略のモニタリングは、年 1 回、決算終了後に収支計画と実績値を比較して行いま

す。投資・財政計画の更新等にあたっては、事業別の「投資・財政計画」と実績の乖離を検

証するだけでなく、将来予測方法や「収支ギャップ」の解消に向けた取り組み等についても

検証します。 

 ローリングについては、5年おきに事業の進捗や各種施策の遂行状況に合わせて、目標及

び計画数値の見直しを上下水道審議会において実施いたします。 

  

 

  

 

    

  

H30
(2018)

R01
(2019)

R02
(2020)

R03
(2021)

R04
(2022)

R05
(2023)

R06
(2024)

R07
(2025)

R08
(2026)

R09
(2027)

下諏訪町上下水道事業経営戦略(H30～R09) 10年間

前期実施計画(H30～R04) 後期実施計画(R05～R09)

計画の見直し

毎年度進捗状況を検証・分析
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【余 白】 



  

  

  

  

第２編 

  

水道事業経営戦略 
  

 

秋の第 1配水池 



第１章 現状と課題 

  

１ 水道事業の概要 

  

 本町の水道事業は、町勢の発展にあわせて数回の拡張工事を行い、水源開発、浄水場建設など施

設の充実を図りながら、清浄な水を豊富に、かつ低廉に供給することを基本理念に安定した良質な

水道水の供給を行っています。 

 現在の水道事業は、既存水源として東俣川の表流水 10,000㎥のほか 6箇所の湧水、1箇所の地下

水により、日量で 24,020㎥の水源水量をもとに日平均 9,221㎥の水を送り続けており、町民の皆さ

んの生活の根底から支えるライフラインとして、その責務を果たしています。 

①給水 

供用開始年月 

（供用開始後年数） 

昭和 3年 12 月 

（供用開始後 94年） 
計画給水人口 21,000 人 

法適（全部適用・一

部適用）非適の区分 
法適用(全部適用) 

現在給水人口 
19,234 人 

（令和 4年 3月 31日現在） 

有収水量密度※1 3.29千㎥／ha 

※1 有収水量密度：給水区域面積当たりの有収水量。 

有収水量密度が大きいほど、効率的な事業運営が行える経営環境にある。 

 

②施設 

水源 ☑ 表流水 □ ダム ☑ 伏流水 ☑ 地下水 □ 受水 □ その他 

施設数 

浄水場設置数 1 

管路延長 117.2 千ｍ 

配水池設置数 6 

施設能力※2 20,420 ㎥／日 施設利用率※3 41.08％ 

※2 施設能力：浄水施設の計画一日最大配水能力 

※3 施設利用率：一日配水能力に対する一日平均配水量の割合 

    （令和 3年度末現在）  
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２ 上水道整備状況 

  

 本町の上水道は昭和 3年に供用開始、昭和 48年に東俣浄水場が建設され、現在東俣川のほか湧水

6箇所、地下水 1箇所の 8箇所を水源とし、安全な水道水の供給を行っています。 

 施設・設備及び管路の年代別整備状況は下記グラフのとおりとなっており、管路の総延長は令和

3年度末現在で 117,198.1ｍとなっています。 
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３ 組織の状況 

 本町の水道事業の組織体制は次のとおりです。 

水道・下水道・温泉事業関連の窓口ワンストップ化とともに、職員間における情報共有による事

務の効率化が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 設 管 理 係

都 市 整 備 係

関 連 調 整 係

水 道 温 泉 経 理 係

下水道温泉管 理係

上 水 道 管 理 係

建設水道課

下水道・温泉維持管理

水道施設(浄水場・配水池・配水施設)管理

上水道・下水道・温泉経理事務、収納・徴収業務

●

●水道事業職員数 

経理担当   ２人（うち１人兼務） 

維持管理担当 ５人 

合    計 ７人（うち１人兼務） 

 

 

東俣浄水場清掃作業 

町総合防災訓練にて

給水訓練を実施 
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４ 水道料金の概要・考え方 

  

 現在の料金体系は、使用水量の多少に関係なく水道メーターの口径により設定された定額の「基

本料金」と、使用水量の増加に応じて料金が変わる「従量料金」で構成されています。「従量料金」

は料金収入に占める割合が高く、使用水量が多いほど高い単価となる「逓増型
ていぞうがた

」となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■水道料金の算出例 

 2 ヶ月（1 期分）に 30 ㎥（口径 13 ㎜）使用した場合（税抜） 

 （基本料金）1,026 円 ＋（水量料金①）20 ㎥×24 円 ＋（水量料金②）10 ㎥×85 円 

                                  ＝ 2,356 円 

水量料金①：2 ヶ月の使用量が 20 ㎥まで 

水量料金②：2 ヶ月の使用量が 21 ㎥から 40 ㎥まで 

 

 

本町の水道料金は、給水人口の減少等を要因とする給水収益の減少が続く一方、水道施設や管路

の老朽化対策や耐震化のための財源を確保していく必要があることから、平成 31 年 4 月 1 日に平

均 9.7％アップの料金改定を行いました。 

  

13 mm 1～ 10 ㎥

20 mm 11～ 20 ㎥

25 mm 21～ 50 ㎥

40 mm 51～   ㎥

50 mm

75 mm

100 mm

※実際の請求は2ヶ月計算

25,542

43,254

24

85

114

145

75

1ヶ月計算（税抜　単位：円）

513

1,372

2,246

7,074

10,368

基本料金 水量料金（1㎥につき）

水量区分 単価口径

公衆浴場

料金
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５ 経営分析 

  

経営状況把握のため、地方公営企業決算状況調査に基づき総務省が公表している全国平均値及び

類似団体平均値と当町の状況を比較しました。 

 

 主たる水源区分 給水人口区分 

類似団体（252団体） 表流水 1.5万人以上 3万人未満 

下諏訪町 表流水 19,468 人 

令和 2年度末時点 

①経常収支比率（経常損益） 

指標の

意味 

当該年度において、給水収益や一般会

計からの繰入金等の収益で、維持管理

費や支払利息等の費用をどの程度賄

えているかを表す。 

 

 

 

算出式 経常収益／経常費用×100 

 

考え方 単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要です。 

分析 平成 29 年度以降、単年度収支の赤字が続いており、経営改善を図っていく必要があ

ります。 

  

②累積欠損金比率（累積欠損） 

指標の

意味 

営業収益に対する累積欠損金（営業活

動により生じた損失で、前年度からの

繰越利益剰余金等でも補塡すること

ができず、複数年度にわたって累積し

た欠損金のこと）の状況を表す。 

 

算出式 当年度未処理欠損金／（営業収益 

－受託工事収益）×100 

考え方 累積欠損金が発生していないことを示す 0％であることが求められます。 

分析 現在、累積欠損金は発生していませんが、単年度収支の赤字が続くと累積欠損金が発

生する恐れがあるため経営改善を図っていく必要があります。 
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③流動比率（支払能力） 

指標の

意味 

短期的な債務に対する支払能力を表

す。 

 

 

 

 

算出式 流動資産／流動負債×100 

考え方 1 年以内に支払うべき債務に対して、支払うことができる現金等がある状況を示す

100％以上であることが必要です。 

分析 100％以上であるため、債務に対する支払い能力を十分に確保しています。 

 

 

④企業債残高対事業規模比率（債務残高） 

指標の

意味 

給水収益に対する企業債残高の割合

であり、企業債残高の規模を表す。 

 

 

算出式 企業債現在高合計／給水収益×100 

分析 近年、企業債残高は一定の水準を保ちつつ、料金改定により給水収益が増加したこと

から、企業債残高に対する比率は減少傾向にありますが、類似団体と比較すると依然

として高い比率となっています。 
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⑤料金回収率（料金水準の適切性） 

指標の

意味 

給水に係る費用が、どの程度給水収

益で賄えているかを表した指標であ

り、料金水準等を評価することが可

能。 

 

 

算出式 供給単価／給水原価×100 

考え方 給水に係る費用が全て給水収益で賄えている状況を示す 100％以上であることが必要

です。 

分析 100％を下回る状況が続いており、水を供給するために必要な経費を水道料金による

給水収益で賄えていない状況となっています。 

 

 

⑥給水原価（費用の効率性） 

指標の

意味 

有収水量1㎥当たりについて、どれだ

け費用がかかっているかを表す指

標。水道の供給に係るコストを表

す。 

 

 

算出式 (経常経費－受託工事費－長期前受金

戻入)／年間有収水量 

分析 令和 2 年度の下諏訪町の 1 ㎥あたりの給水原価は 112.81 円となっており、類似規模

団体の平均より低い水準となっています。これは、豊富な水源や自然流下による配水

が可能な環境などの要因により、維持管理費が抑えられているためです。 
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⑦施設利用率（施設の効率性） 

指標の

意味 

一日配水能力に対する一日平均配水

量の割合であり、施設の利用状況や

適正規模を判断する指標。 

 

 

算出式 一日平均配水量／一日配水能力 

×100 

考え方 一般的には高い数値であることが望まれます。数値が低い場合には、施設規模が適切

かどうかといった分析が必要です。 

分析 人口減少等により配水量は年々減少を続けていますが、施設の統廃合を実施していな

いため、施設利用率が低下しています。将来における水需要の減少を踏まえて、施設

規模の適正化を図っていく必要があります。 

 

 

⑧有収率（配水の有効性） 

指標の

意味 

施設の稼働が収益につながっている

かを判断する指標。 

 

 

 

算出式 年間総有収水量／年間総配水量 

×100 

考え方 100％に近いほど施設の稼働状況が収益に反映されていると言えます。 

分析 全国平均及び類似団体平均を下回っており、管路の老朽化による漏水が主な原因と考

えられます。 
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■経営分析のまとめ 

 収益性を示す経常収支比率は平成 29 年度以降 100％を下回る状況が続いており、単年度の収支が

赤字となっています。短期的な支払い能力を示す流動比率は上昇傾向にあり、類似団体平均を上回

っていますが、給水収益に対する企業債残高の規模は高い水準となっており、健全な経営とは言え

ない状態が続いています。 

給水原価は類似団体や全国の平均を下回っていることから、安価な水道料金で水を供給すること

ができていますが、料金回収率は 100％を下回っており、水を供給するために必要な経費を給水収益

で賄えていない状態となっています。 

施設利用率が全国平均及び類似団体平均よりも低く、有収率についても全国平均及び類似団体平

均を下回っていることから、水需要に対応した規模での施設更新や管路の漏水対策を行っていく必

要があります。 

有形固定資産減価償却率や管路経年化率は全国平均及び類似団体平均よりも高く、増加傾向にあ

り施設の老朽化が進行していることを示しています。また、管路更新率は全国平均及び類似団体平

均よりも低く、施設の老朽化が進行する要因となっています。 

 

 

秋の東俣浄水場 
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６ 今後の事業環境の見通しと課題 

  

（１）下諏訪町の人口と処理区域内人口、水洗化人口の予測 

 下諏訪町の人口は、昭和 48年を境に減少傾向にあります。 

 今後の人口についても減少を続ける見込みであり、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人

研」）の推計では、令和 39 年までに 9,005 人まで減少する見込みです。また、人口対策や移住・定

住促進施策の実施効果を加味した下諏訪町人口ビジョンでも、令和 39 年までに 13,921 人まで減少

する見込みです。 

 

■人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  給水人口についても、普及率が 99％を超えていることから町の人口と同じく昭和 48年度をピー

クに減少を続けており、今後も人口減少に伴い減少していく見込みです。一方、給水件数について

は、核家族化や単身世帯の増加などにより平成 10 年代まで増加を続けていましたが、平成 17 年度

をピークに近年は減少傾向となり、今後も減少していく見込みです。 

 

■処理区域内人口と水洗化人口の推計 
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（２）有収水量の予測 

 有収水量とは、水道メーターを通過した料金徴収の対象となる水量のことです。 

 近年の実績に基づき用途別に傾向を把握し、推計の方向性をまとめました。 

 

■用途別 有収水量推移（実績） 

 

 

  H13 

（2001） 

H18 

（2006） 

H23 

（2011） 

H28 

（2016） 

R3 

（2021） 

■一般用 2,053,466 1,892,583 1,774,956 1,717,085 1,605,856 

■工場用 186,231 135,298 74,192 66,761 52,871 

■営業用 561,153 485,759 401,280 327,359 260,659 

■官公署・学校用 198,019 168,907 143,606 132,590 165,733 

■湯屋用 27,472 27,881 13,091 12,665 9,522 

合計 3,026,341  2,710,428 2,407,125 2,256,460 2,094,641 

単位：㎥ 
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■有収水量の傾向と見込み 

 傾向（実績） 見込み 

一般用 

一般家庭における生活用水であるた

め、人口に伴い減少傾向 

給水人口 1 人当たりの使用量には大

きな変動がみられないため、今後も人

口に伴い減少する見込み 

工場用 
R3 までの 20年間で 73％減少し 

直近 10年間は平均して 3％ずつ減少 

今後も同程度減少していく見込み 

営業用 
R3 までの 20年間で 54％減少し、 

直近 10年間は平均して 4％ずつ減少 

今後も同程度減少していく見込み 

官公庁・学校用 

施設数の減少に伴い減少傾向 

新規設置に伴い増加している年もあ

るが、基本的には横ばいの傾向 

今後も施設数に応じて増減すると想

定され、現在の施設数のままであれば

横ばいで推移する見込み 

湯屋用 
R3までの 20年間で公衆浴場の減少や

入浴者数の減少に伴い 65％減 

今後も同程度減少していく見込み 

 

■有収水量の推計 

 上記の傾向と人口の推計に基づき、今後の有収水量を推計しました。 

当町の有収水量の内訳をみると、一般用が全体の約 8 割を占めており、人口の減少が有収水量に顕

著に反映されると考えられます。 

 令和 3 年度実績では 2,094,000 ㎥の有収水量がありましたが、町人口ビジョンに基づき推計する

と、令和 39年には 1,396,000㎥まで、社人研推計に基づき推計すると、983,000㎥まで減少する見

込みです。 
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（３）料金収入の見通し 

 前項の有収水量の推計を基に、現在の料金体系を継続した場合、今後の料金収入がどうなるか推

計しました。有収水量のうち、7割以上を一般家庭の使用量が占めている構成のため、給水人口に伴

い、料金収入も減少していく見込みです。 

 

 

（４）有収率について 

 有収率は平成 24年以降減少を続け、近年は横ばいの状態となっています。類似団体と比較すると

低く、配水量のうち有収水量の割合が低いことを示しています。 

 有収率が低い要因としては、水質を維持させるための排泥や、漏水などの不明水となりますが、

当町の場合は法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す管路経年化比率が 47.6％と高く、管路の

老朽化による漏水が多いことが有収率を低下させている主な要因と考えられます。  

有収率が低下すると給水収益が減少するだけでなく、水道水の供給に必要となるエネルギーや費

用を増加させることに繋がることから、計画的な漏水調査と修繕を実施し、有収率の向上を図って

いく必要があります。 
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（５）施設の老朽化 

 

 当町の水道事業は、昭和 30～50年代の高度経済成長期を中心に事業の拡張を続けて来ました。そ

のため、法定耐用年数が 40～60年である施設や管路が更新時期を迎え始めていますが、有形固定資

産減価償却率や管路経年化率は全国平均及び類似団体平均よりも高く増加傾向にあり、施設の老朽

化が進行していることを示しています。今後も更新が必要となる施設や管路が年々増加していくと

予測されますが、管路更新率は全国平均及び類似団体平均よりも低く、施設の老朽化が進行する要

因となっています。 

 また、年々増加する更新需要へ対応していくために平成 28年度にアセットマネジメントにより更

新需要の見通しを試算した結果、町独自の更新基準(構造物及び設備:耐用年数の 1.5倍、管路:重要

度等を加味して設定した更新基準)で更新を行った場合でも、年間 2億円の更新費用が必要と試算さ

れています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配水管布設替工事 
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（６）組織 

 当町の水道事業に関わる職員は経理部門と維持管理部門の 6 人です。水道事業の運営には専門的

知識や技能を有する職員の配置が不可欠ですが、豊富な知識や技術を持ったベテラン職員の退職に

より、近年は技能系職員の若年齢化が進んでいる状況となっています。 

水道は生活に欠かせないライフラインであることから、絶えることなく水道水を供給していくた

めに水処理技術等における専門的な知識が必要であることから、知識・技術をどう継承していくか

が課題となっています。 

 

（７）課題の整理 

①老朽化について 

 水道事業開始から 90年以上が経過しており、事業開始当時の施設の中には現在も利用しているも

のがあるなど、すでに法定耐用年数を超えた施設・管路も多く、全国平均と比べても老朽化率が高

い水準となっています。特に施設については、平成 20年に浄水場の大規模改修を行った以外には大

きな改修を行っておらず、各配水池や機械設備について大規模な更新時期を迎えています。 

 

②災害対策 

当町の水道施設や管路の多くが耐震性能を有していない状況です。大規模な地震が発生した場合

でも、ライフラインである水道水の供給を確保できるよう、水源や配水池といった施設や管路の耐

震化と緊急遮断弁の設置を早急に進めていく必要があります。 

 

③投資費用の増加 

老朽化対策や災害対策として施設の計画的な更新・耐震化には多額の投資が必要となります。ア

セットマネジメントによる更新需要の見通しでは、町独自の更新基準でも年間 2 億円の更新費用が

必要と試算されていますが、現状では年間 1 億円程度の投資に留まっており、投資費用の財源確保

に努める必要があります。 

 

④収入の減少 

令和元年度に料金改定を実施しましたが、人口減少に伴う水需要の減少により料金収入は減少を

続けており、財政状況は依然として厳しい状況が続いています。持続可能な事業経営を維持するた

めに、適正な料金体系を設定し、必要な財源を確保していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 3 年 8 月豪雨災害

による配水管被災状況

（国道 142号 新町上） 
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第２章 基本方針 

１ 経営の基本方針 

  

 水道事業の現状と取り組むべき課題を踏まえ、安心・安全で安定的な事業運営を継続するために

「下諏訪町水道事業ビジョン」では、基本理念である「未来へ受け継ぐ しもすわの水」と「持続」

「安全」「強靱」の 3 項目の基本目標、それを実現するための具体的施策を次のとおり定めています。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１ 

老朽化対策と 

施設の機能維持 

基本方針１ 

町民がいつでも

安心で安全に 

使える水道 

水源環境の保全 

適正な浄水処理 

  施設の適正管理 

課題２ 

災害対策 

基本方針２ 

災害や事故に 

強い水道施設の

構築 

維持管理の強化 

危機管理体制の整備 

課題３ 

投資費用の増加 
基本方針３ 

健全で持続可能

な事業経営 
課題４ 

収入の減少 

施設・管路の 
整備・改良 

効率的な経営 

人材・技術の向上 

課題 基本目標 具体的施策 投資・財政計画 

投
資
計
画 

財
政
計
画 

均
衡 

施策１ 

施策２ 

【強靭】 

【安全】 

【持続】 

課題１ 

課題２ 

課題３ 

課題４ 

施策３ 

施策４ 

施策５ 

施策６ 

施策８ 

施策９ 

財政面の安定化 施策７ 

《基本理念》 未来へ受け継ぐ しもすわの水 
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２ 具体的な施策 

 

《施策１》 水源環境の保全 

 将来にわたり良好な水質を確保するため、常日頃から水源周囲の環境の変化に注視し、水源地及

び周辺地の保全を推進していきます。特に、主要水源である表流水においては、大雨等による濁度

の上昇や季節ごとの水質変化による影響を把握し、水源水質の保全を図っていきます。 

 

《施策２》 適正な浄水処理 

・水道水の安全確保のために水源水質に応じた適正な浄水処理を行い、毎年策定する水質検査計画

に基づき毎日検査項目、水質検査基準項目等、水道法に定める水質検査を確実に実施するなど、

万全な水質管理体制の維持に努めていきます。 

・クリプトスポリジウム等による汚染へ対策がされていない大鹿水源・川路水源については、今後

の水需要を見据えた上で適切な対策を検討していきます。 

 

《施策３》 施設の適正管理 

・中央監視システムや GIS システムなどの DXの活用と目視による点検を併用して、水道施設の適正

な維持管理を行っていきます。 

・配水池については、定期的に清掃を実施し内部の清浄を保つとともに、清掃にあわせて配水池内

部の状況を確認することで、異常の早期発見・修繕に努めていきます。 

 

《施策４》 水道施設・管路の耐震化 

・すべての施設の耐震化には多額の投資と長い期間が必要となるため、耐震化の優先順位付けや緊

急遮断弁の設置による対策を進めていきます。また、耐震化にあたっては費用対効果及び施工性

の観点から施設のダウンサイジング化等を検討する必要があり、投資の平準化と併せて、検討を

進めていきます。 

・管路については、災害時の影響を考慮し、災害対応拠点となる行政機関や救急医療機関、避難所

といった重要施設への給水経路である配水管の耐震化を優先するなど、計画的に水道管の布設替

えを進めることで効率的に管路の耐震化率向上を図ります。 

 

《施策５》 維持管理の強化 

・施設、機械設備等については、アセットマネジメントに基づく更新費用の平準化を図りながら計

画的に更新を進めていきます。また、定期点検等により劣化箇所や不具合を早期に把握し、適切

な修繕を行うことで機能維持と施設・機器類の長寿命化を図ります。 

・管路については、計画的な漏水調査を実施し、漏水の早期発見・修繕による予防的保全を行うこ

とで有収率の向上を図ります。 
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《施策６》 危機管理体制の整備 

・緊急連絡管について、更に広範囲で相互に配水可能となるよう隣接する岡谷市、諏訪市と連携し、

新たな区域における整備について検討していきます。 

・大規模地震等により水道事業の継続に影響を与える事態が発生した際、影響を最小限に抑えなが

ら事業を継続することができるよう、業務継続計画（BCP)の策定や下諏訪町地域防災計画に基づ

く危機管理マニュアルの策定を進めていきます。 

 

《施策７》 財政面の安定化 

・水道の供給に必要な費用を水道料金で回収できるよう、料金設定の妥当性の検証や経営指標の分

析を行い、概ね 3 年に一度、料金改定等の検討を行うことで、適正な水道料金への見直しを行い

ます。 

・水道事業を持続的に経営していくため、適正な資金残高を確保するとともに、企業債による借り

入れを活用し、中長期的な視点での収支バランスの維持を継続させていきます。 

 

《施策８》 効率的な経営 

・少ない人員で更なる業務の効率化を行っていくため、ICT・IoT などを中心とする「デジタル化」

の進展による新技術の導入について調査・研究していきます。 

・施設・管路の更新時には、施設能力や管路口径の見直しによるダウンサイジングについて検討を

行うことで、施設の効率化・適正化を図っていきます。 

・長野県及び諏訪 6 市町村により設置された「諏訪圏域水道事業広域連携検討会」において広域連

携手法について検討を行い、事業統合や各種事業の共同事業を含め、諏訪圏域の広域化・広域連

携に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

《施策９》 人材・技術の向上 

・技能系職員の若年齢化が進んでいることから、各職員がさまざまな研修の機会を通じて能力の向

上を図ります。また、浄水場等施設管理の民間委託について、他事業者を参考に検討を行ってい

きます。 

・水処理技術等における専門的な知識等を含めマニュアルを整備していきます。 また、経理事務に

おける事務処理マニュアルについても更なる整備・充実を図ります。 

  

水質検査の実施 技術研修への参加 
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第３章 投資・財政計画 

１ 投資計画 

 

（１）投資についての取組 

 ①浄水場・配水池 

  将来に健全な状態で水道事業を継続していくため、施設規模など施設のあり方について検討を行い、

水源・浄水・配水施設等施設ごとの状態に応じた「水道施設更新計画」を策定します。（令和 7年度に

実施予定） 

令和 8年度以降の投資計画については、上記計画策定後に見直しを行います。 

 ②管路 

  アセットマネジメントにおける耐用年数の 1.5 倍を基本とし、供給ルートの重要度や布設年度、管

の材質などを考慮して優先順位を決めた上で計画的に更新を進めます。 

 ③機器類 

  アセットマネジメントに基づき、更新費用の平準化を図りながら計画的に更新していきます。 

 

（２）投資以外の経費についての取組 

 ①修繕費に関する事項 

  定期的な漏水調査の結果により修繕を行い有収率の向上を図ります。 

  機器類については、定期点検等により劣化個所や不具合を早期に把握し適切な修繕を行うことによ

り機能維持と長寿命化を図ります。 

  

 ②委託費に関する事項 

  維持管理については、厳しい経営状況が続いており、今後も職員による維持管理を前提としています

が、将来的な民間活力の導入について研究を行っていきます。 

  また、経験豊かな職員から若手職員へ技術等を継承していく体制づくりに努め、組織力の向上を図っ

ていきます。 

 

（３）達成目標 

後期計画期間においては、以下の指標について検証を行い、計画の進捗管理を行っていきます。 

指標 実績（Ｒ３） 目標（Ｒ９） 全国平均（Ｒ２） 類似団体平均（Ｒ２） 

管路耐震化率 
１５．５％ １８．０％ ２６．８％ ２２．７％ 

※県内平均 

管路総延長に対する耐震化延長の割合。 

有収率 
６８．４％ ７５．０％ ８９．８％ ８１．２％ 

施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標。 

 

 

- 23 -



 

 

【投資計画 前期（実績）】 

 

 

 

 

 

 

（千円）

県支出金 その他 自己財源

３０

年

度

(2018) 767

60

0 0 0

県支出金 その他 自己財源

R1 1,760

年 3,294

度 799

967

1,100

1,320

0 0 9,240

県支出金 その他 自己財源

２

年

度 594

882

0 0 1,476

県支出金 その他 自己財源

11,550

720

３ 4,125

年 638

度 715

5,610

3,480

1,760

913

0 0 29,511

県支出金 その他 自己財源

４ 4,202

年 15,180

度 7,700

620

1,210

0 0 28,912

(2023)

(2021)

15,000

15,180  

7,700  

東俣浄水場取水口護床復旧工事

1,760  

第２配水池電磁流量計及び変換機更新工事

東俣浄水場次亜注入方式比例制御改修工事

東俣浄水場ＰＡＣ注入配管更新工事

第１配水池φ300流量計引込柱建替工事

落合電動ストレーナー部品交換工事

東俣浄水場急速ろ過池更生工事

第３配水池水位計更新工事

5,720  

4,125  

638  

715  

5,610  

18,480  

5,000

15,000

国庫支出金

接合井改修及び導送水管布設替え工事管理業務（尾掛水源）

川路水源８号倒木による導水管布設替え工事

東俣浄水場取水口除塵機更新工事

2,200  

594  

13,640  (2020)

2,200

13,640

前

期

事

業

（

実

績

）

東俣浄水場ろ過池制御盤部品交換工事 767  

2,484  東俣浄水場洗浄水槽（東俣水源）残塩計設置工事 2,484

642

事　　　業　　　費　　　計 43,912  0 15,000

東俣浄水場取水口護床復旧工事監理業務 1,210  

15,620  

水道施設テレメータ回線移行に伴う計装工事

水道施設台帳整備業務

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金 地方債

萩倉分水槽水位調整弁更新工事 4,202  

事　　　業　　　費　　　計 49,511  0 20,000

事　　　業　　　の　　　内　　　容

913  

国庫支出金 地方債

川路水源現状調査及び基本設計業務 11,550  

東俣浄水場カメラ監視機能増設工事 5,632  4,750

39,556  0 38,080

713

萩倉減圧層町屋敷配水流量計変換器更新工事 1,100  

383

8,127  

羽場横手２号送水ポンプ更新工事 702  

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金 地方債

東俣浄水場取水口発電機回路改修工事 383  

第２配水池計装盤無停電電源装置改修工事 713  

次亜注入ポンプ部品交換工事（浄水場・第２、樋橋配水池） 2,376  2,376

地方債

高木ポンプ場制御盤更新工事 702  702

事　　　業　　　費　　　計 0 7,300

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金

1,320  

大鹿水源導・送水管布設替え工事

事　　　業　　　費　　　計 28,270  0 19,030

967  

尾掛水源改修工事実施設計業務 19,030  19,030

東俣浄水場原水流入弁架台改修工事

地方債

事　　　業　　　費　　　計

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

■浄水施設整備

接合井改修及び導送水管布設替え工事（尾掛水源） 17,490  17,490

金　　　額
財　　源　　内　　訳

東俣浄水場フロック形成池監視カメラ用水中照明設置工事

(2019)

1,760  

3,294  

799  

第５配水池水位調整弁部品交換工事

後道水源受水槽内改修工事

樋橋配水池塩素消毒設備増設工事
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（千円）

県支出金 その他 自己財源

３０ 5,060 4,789

年

度 1,000

(2018) 394

0 6,454 4,789

県支出金 その他 自己財源

24,160 9,328

799

R1 65

年 1,000 33,045

度

(2019) 6,270

2,288

4,774

0 25,160 56,569

２ 県支出金 その他 自己財源

年 8,830

度 1,000

(2020) 26

0 1,000 8,856

県支出金 その他 自己財源

8,649

３

年 1,000 4,324

度

(2021) 24

506

979

2,508

2,290 229

0 3,290 17,219

県支出金 その他 自己財源

7,925

４ 18,278 5,889

年

度

(2022)

1,000

891

0 20,169 13,814

957

7,470

2,167

9,713

3,828  

957  

8,470  

3,058  

上水道配水管布設工事　町道矢木西３号線

上水道配水管布設替工事　町道花田３号線

上水道配水管布設替え工事　町道樋橋９号線

上水道配水管布設替え工事（国道１４２号・大社通り）

上水道配水管布設替え工事　町道裏田横道線

上水道配水管布設工事　町道大久保山道線

4,477  

5,324  

9,790  

4,565

3,828

9,790

9,733

9,713  

配水管布設替え工事　町道栄町道線

配水管布設替え工事（国道142号）（大社通り北側歩道拡幅）

配水管布設替え工事　町道樋橋9号線

配水管布設替え工事　町道清水町東線

富士見橋左岸国工事に伴う仕切弁設置工事（国道20号）

配水管仕切弁設置工事　町道高浜１号線

506  

配水管布設替え工事（国道20号）（西大路口交差点南側歩道整備） 23,925  

4,477

979  

4,565  

事　　　業　　　費　　　計 83,930  0 49,947

配水管布設伴う舗装復旧工事 　　町道花田３号線 385  385

前

期

事

業

（

実

績

）

16,000

県事業災害復旧に伴う配水管移設工事（国道142号） 24,167  

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金 地方債

配水管布設替に伴う舗装本復旧工事（国道142号・樋橋） 2,508  

事　　　業　　　費　　　計 44,509  0 24,000

9,757  

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金

配水管布設替え工事（国道20号）（西大路口交差点北側歩道拡幅） 8,649  

地方債

配水管布設替え工事町道東赤砂通り線 16,720  

配水管布設替え工事国道142号線（樋橋）

配水管布設替に伴う舗装本復旧工事（国道20号ほか・大社通り交差点） 2,519  

事　　　業　　　費　　　計

15,720

配水管布設替え工事（国道20号） 8,830  

31,776  0 21,920

6,226  

配水管布設替え工事町道いかり１号線

6,200

事　　　業　　　費　　　計 122,399  0 40,670

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
地方債

配水管布設替え工事町道東山田東町線 9,548  4,774

配水管布設替え工事町道県道岡谷下諏訪線

令和元年度配水管移設工事に伴う付帯工事国道20号・国道142号

雨水渠事業に伴う配水管移設工事国道20号及び国道142号 40,788  7,300

雨水渠事業に伴う配水管移設工事管理業務 799  

9,698

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金 地方債

配水管布設工事　赤砂防災公園 2,419  1,419

事　　　業　　　費　　　計 39,743  0 28,500

地方債

雨水渠工事に伴う配水管移設工事（国道20号） 28,770  18,921

6,869  6,869

■配水施設整備

国道142号線歩道改修工事に伴う配水管移設工事 1,685  1,291

配水管布設工事　町道星が丘１号線

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金

8,085配水管布設替え工事町道社８号線第一工区

配水管布設替え工事町道社８号線第二工区

9,763  

34,045  

7,128  

6,270  

8,085  

3,685  

財　　源　　内　　訳

国庫支出金

配水管布設替え工事町道蚊無川道線

配水管布設替え工事町道田中線

7,128

2,288  

3,685

上水道配水管布設工事　町道立汐通り線 4,862  4,862
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【投資計画 後期（計画）】 

※令和 8年度以降は、7年度に予定している水道施設更新計画を反映させた工事を行うこととします。 

 

 

 

  

（千円）

県支出金 その他 自己財源

R5 12,300

年 20,000

度 1,500

0 0 33,800

県支出金 その他 自己財源

６ 20,000

年

度

(2024) 5,000

0 0 25,000

県支出金 その他 自己財源

７

年 16,000

度 18,000

0 0 34,000

８ 県支出金 その他 自己財源

年 50,000

度

0 0 50,000

９ 県支出金 その他 自己財源

年 50,000

度

0 0 50,000

5,000  

15,000  

第２配水池紫外線処理施設整備工事

東俣第三接合井施設整備工事

16,000  東俣浄水場取水電動制水門更新工事

20,000

第５配水池自家用発電機更新工事 20,000  

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

事　　　業　　　費　　　計 70,000  

後

期

基

本

計

画

へ

掲

載

と

な

る

事

業

機械機器改修（浄水場系計装機械設備） 70,000  

機械機器改修（浄水場系計装機械設備）

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

20,000

20,000

0 20,000

国庫支出金 地方債

事　　　業　　　費　　　計 70,000  0

事　　　業　　　の　　　内　　　容

54,000  

金　　　額

財　　源　　内　　訳

20,000

70,000  20,000

財　　源　　内　　訳

国庫支出金 地方債

地方債

国庫支出金 地方債

国庫支出金

15,000

第２配水池導送水管布設替え工事（設計・施工監理含む） 20,000  

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額

第５配水池揚水ポンプ更新工事 18,000  

0 20,000事　　　業　　　費　　　計

事　　　業　　　費　　　計 45,000  0

東俣浄水場薬品注入ポンプ更新工事 20,000  

地方債

樋橋配水池管理用道路舗装工事 5,000  

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金

5,000

事　　　業　　　費　　　計 53,800  0 20,000

東俣浄水場取水口護岸復旧工事（監理業務含む） 32,300  20,000

東俣浄水場取水口除塵機補修工事 1,500  

■浄水施設整備

(2023)

(2025)

(2027)

(2026)

（千円）

県支出金 その他 自己財源

R5 2,600

年 17,100

度 4,000

(2023) 7,500

13,100

3,000 300

0 3,000 44,600

６ 県支出金 その他 自己財源

年 2,900

度 18,500

(2024) 10,000

0 10,000 21,400

７ 県支出金 その他 自己財源

年 13,800

度 12,200

(2025)

0 0 26,000

８ 県支出金 その他 自己財源

年 27,000

度

(2026)

0 0 27,000

９ 県支出金 その他 自己財源

年 27,000

度

(2027)

0 0 27,000

水管橋移設に伴う仮設工事町道大沢川通り線（高木橋仮設） 13,100  

■配水施設整備

後

期

基

本

計

画

へ

掲

載

と

な

る

事

業

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金

配水管布設替え工事県道岡谷下諏訪線（第1工区）

雨水渠工事に伴う舗装本復旧工事 3,300  

地方債

配水管布設替え工事国道142号（新町上から天白下間） 32,600  30,000

配水管布設替え工事国道142号（大社通り）

事　　　業　　　費　　　計 127,600  0 80,000

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

国庫支出金 地方債

配水管布設替え工事国道142号（新町上から東明館下間） 42,900  40,000

配水管布設替え工事県道岡谷下諏訪線（第2工区） 18,500  

国庫支出金 地方債

雨水渠工事に伴う配水管移設工事（町道宮街道線・御田町線） 10,000  

14,000

事　　　業　　　費　　　計 71,400  0 40,000

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
財　　源　　内　　訳

配水管布設替え工事国道142号（東明館下から湯田坂交差点間） 43,800  30,000

管老朽化に伴う布設替え工事 26,200  

事　　　業　　　費　　　計 70,000  0 44,000

国庫支出金
金　　　額

財　　源　　内　　訳

地方債

事　　　業　　　費　　　計

70,000  43,000

事　　　業　　　の　　　内　　　容

43,000

事　　　業　　　の　　　内　　　容 金　　　額
国庫支出金

70,000  0 43,000

財　　源　　内　　訳

地方債

43,000事　　　業　　　費　　　計 70,000  0

管老朽化に伴う布設替え工事 70,000  

管老朽化に伴う布設替え工事

配水管布設替え工事町道宮街道線（医王渡橋）

7,500  

50,000

17,100  

54,000  
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（千円）

年度 項目 事業区分 内容 事業費

原水委託料 電気設備保安業務等 5,200

配水給水委託料 休日当番店業務等 7,045

原水手数料 水質検査等 8,650

配水給水手数料 積算システム更新等 895

薬品費 薬品費 10,244

原水修繕費 計装機器等修繕 2,271

配水給水修繕費 漏水等修繕 14,238

48,543

原水委託料 電気設備保安業務等 5,200

配水給水委託料 休日当番店業務等 7,100

原水手数料 水質検査等 8,700

配水給水手数料 積算システム更新等 900

漏水調査 漏水調査 8,000

薬品費 薬品費 11,200

原水修繕費 計装機器等修繕 2,300

配水給水修繕費 漏水等修繕 15,000

58,400

原水委託料 電気設備保安業務等 5,200

配水給水委託料 休日当番店業務等 7,100

水道施設更新計画作成委託 水道施設更新計画策定 12,100

原水手数料 水質検査等 8,700

配水給水手数料 積算システム更新等 900

薬品費 薬品費 12,000

原水修繕費 計装機器等修繕 2,300

配水給水修繕費 漏水等修繕 16,000

64,300

原水委託料 電気設備保安業務等 5,200

配水給水委託料 休日当番店業務等 7,100

原水手数料 水質検査等 8,700

配水給水手数料 積算システム更新等 900

薬品費 薬品費 12,000

原水修繕費 計装機器等修繕 2,300

配水給水修繕費 漏水等修繕 16,000

52,200

原水委託料 電気設備保安業務等 5,200

配水給水委託料 休日当番店業務等 7,100

原水手数料 水質検査等 8,700

配水給水手数料 積算システム更新等 900

薬品費 薬品費 12,000

原水修繕費 計装機器等修繕 2,300

配水給水修繕費 漏水等修繕 16,000

52,200

9
収益的支出

収益的支出合計

8
収益的支出

収益的支出合計

7
収益的支出

収益的支出合計

6
収益的支出

収益的支出合計

5
収益的支出

収益的支出合計
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２ 財政計画 

 

（１）財政収支の算定条件 

 計画期間後期となる令和 5 年度から令和 9 年度までの収益的収支及び資本的収支は、以下のとおり条

件を設定し、試算しました。 

項目 算定条件 

収
益
的
収
入 

営業収益 

給水収益 

水道料金による収入 

・有収水量×供給単価により計算 

・有収水量は町人口ビジョンに基づく水需要予測の推計値を使用 

・供給単価は令和 6年度、令和 9年度にそれぞれ 20％値上げすると仮定 

受託工事収益 
開栓手数料など  

・近年の実績値から推定 

その他 
加入金、下水道徴収委託料、督促手数料など  

・近年の実績値から推定 

その他 
預金利息や行政財産使用料など  

・近年の実績値から推定 

長期前受金戻入 ・固定資産台帳から算出、将来分は別途計算して加算 

収
益
的
支
出 

営業費用 

職員給与費 ・近年の実績と同程度を計上 

動力費 
浄水処理やポンプなどの電力使用料 

・今後の燃料費調整額の上昇を加味して算出 

修繕費 
水道施設の修繕費等 

・施設の長寿命化対策による修繕の増加等を加味して算出 

薬品費 
浄水処理に用いる薬品購入費用 

・近年の契約単価上昇から、単価上昇を加味して算出 

委託料 

検満量水器取替業務、検針業務、料金計算システム等の委託料 

・近年の実績と同程度を計上 

・漏水調査等、数年おきに実施予定の事業は別途加算 

その他 
光熱費、通信運搬費、手数料等 

・近年の実績と同程度を計上 

減価償却費 ・固定資産台帳から算出、将来分は別途計算して加算 

固定資産除却費 ・今後の工事予定等から推定 

営業外費用 

支払利息 

企業債償還金の利息 

・既借入分+新規分から算出 

・新規分は年利 1.0％、40年償還、据置期間 5年で計算 

その他 
過年度分還付金など 

・近年の実績から推定 

資
本
的
収
入 

企業債 
建設改良費に対する借入額 

・将来の償還額が現在の償還額を上回らない借入額を設定 

工事負担金 
一般会計で負担する消火栓設置負担金等 

・近年の実績と同程度を計上 

資
本
的
支
出 

建設改良費 
・投資計画の事業費を計上 

・人件費、貯蔵品庫出等は別途加算 

企業債償還金 
企業債償還金の元金 

・支払利息と同様に算出 
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（２）財政収支の見通し 

①収益的収支 

平成 31年 4月に水道料金の改定を実施しました。その結果、給水収益は増加したものの、10％増の

見込みに対して実際は 3～5％程度の増収にとどまったことから、令和 2 年度には約 1,500 万円の赤字

となりました。 

  以下に、今後 5年間の収益について、パターンⒶ（現行の料金を据置）、パターンⒷ（改定率 10％の

料金改定）、パターンⒸ（改定率 20％の料金改定）、パターンⒹ（改定率 30％の料金改定）でシミュレ

ーションを行いました。 

 

パターンⒶ：現行の料金を据置とした場合 

 

支出については、動力費や薬品費の単価上昇により徐々に増加していくと見込まれます。また、令和 

6～7年度は漏水調査や計画策定等の費用が発生することから支出が増加する見込みとなっています。 

  収入は、水需要の減少に伴い減少していく見込みであり、令和 6年度以降、損益赤字が悪化していき

令和 9年度には 2,000万円程度の赤字となると予想されます。 

 

パターンⒷ：改定率 10％の料金改定を実施した場合 

   

  令和 6 年度、令和 9 年度に改定率 10％の料金改定を実施した場合、給水収益はそれぞれ改定前と比

較して 4％程度の増加に留まり、料金改定を実施しない場合と比較して損益は改善するものの、収支バ

ランスを改善するほどではなく、損益赤字が継続する見通しです。 
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パターンⒸ：改定率 20％の料金改定を実施した場合 

 

  令和 6年度、令和 9年度に改定率 20％の料金改定を実施した場合、給水収益はそれぞれ改定前と比

較して 10％程度増加し、令和 6年度以降、維持管理費の増加分や投資的経費として使用できる財源が

継続して 1,000万円以上確保できる見通しです。 

 

パターンⒹ：改定率 30％の料金改定を実施した場合 

 

   令和 6年度、令和 9年度に改定率 30％の料金改定を実施した場合、給水収益はそれぞれ改定前と

比較して 20％程度増加し、令和 6年度以降、損益黒字は大幅に増加していく見通しですが、利用者

の負担も大幅に増大することとなります。 

 

以上のシミュレーション結果から、今後 5年間の収支計画において目指すべきラインを、 

・令和 6年度に料金改定を実施することで収支バランスの改善 

・令和 9年度に料金改定を実施することで今後予定される施設の更新・耐震化等の財源を確保 

と設定した上で利用者負担も考慮し、後期の経営戦略ではパターンⒸの改定率 20％のケースによる

財政計画としました。 
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  ②資本的収支 

 

  前期期間においては、事業運営に必要な資金を充分に確保できず、維持管理費の支出を優先するため

に支出を抑制してきた結果、建設改良費は年平均 1 億円程度の支出に留まり、資本的支出全体では年

平均 1億 7千万円でした。 

後期期間は、管路の更新及び施設の維持管理を着実に進めていくため、建設改良費の支出を年平均 1

１億 5 千万円程度とし、資本的支出全体では年平均 2 億 1 千万円の支出を見込みます。そのため、資

本的支出は増加しますが、企業債借入額の増加や会計内部に留保した補てん財源で支出の増加分を補

てんします。 

  現金支出を伴わない減価償却費などの「損益勘定留保資金」と資本的支出のための積立金（減債積立

金と建設改良積立金）をあわせた「補てん財源」の残高は、令和 5年度以降、3億円程度で推移する見

込みです。 

 

  ③財政計画の財源 

  ○現金  

 

  前期期間の現金残高は、投資の抑制による現金確保を優先したことで、各年度ともに 1 年分の収益

に相当する額以上の 3億 5千万円～4億円で推移しました。 

  後期期間は維持管理費や投資といった支出の増加により、現行料金を据置とした場合、現金残高は大

幅に減少していくことから、料金改定により事業継続に必要となる現金の確保を行っていくことで、現

金残高は 3億円前後で推移していく見込みです。 
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 ○企業債 

 

  企業債残高の水準を維持するため、前期期間においては、各年度 6 千万円を基準額として借り入れ

を実施しました。残高については、計画期間開始当初の約 12億円に対して、令和 4年度末には約 11億

4千万円まで減少しました。 

  後期期間は、現役世代と将来世代における負担の公平化に考慮した中長期的な視点での収支バラン

スを踏まえた上で建設改良費の増額に対応するため、年間 7 千万円を基準額としつつ、各年度におけ

る建設改良費とのバランスを加味した借り入れを実施する計画としました。そのため、企業債残高は緩

やかに増加していき、令和 9年度末には約 11億 8千万円になると見込みます。 

 

○繰入金 

  総務省から示される繰入基準により一般会計で負担することとなっている消火栓設置工事費につい

て、毎年度 100万円の繰り入れを行っています。 

  今後も公営企業の本旨である独立採算を基本に、繰入基準に基づいた繰り入れを行っていきます。 
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④投資以外の経費について 

  

  営業経費（減価償却費及び資産減耗費を除く）について、前期期間においては、職員給与費の一部を

資本的収支への計上としたことで令和 3年度に大幅な減となった以外は大幅な変動なく推移しました。 

  後期期間については、動力費や薬品費の単価が上昇傾向にあることからそれらを反映したほか、令和

6年度と令和 7年度には漏水調査や施設整備計画策定のための委託料を計上したため、増額とする計画

としました。 

 

 

（３）達成目標 

  後期計画期間においては、以下の指標について検証を行い、計画の進捗管理を行っていきます。 

指標 実績（Ｒ３） 目標（Ｒ９） 全国平均（Ｒ２） 類似団体平均（Ｒ２） 

経常収支比率 

１０３．３％ １１０．０％ １１０．３％ １１０．０％ 

給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用

をどの程度賄えているかを表す。 

料金回収率 

９５．０％ １００％以上 １００．１％ ９９．８％ 

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料

金水準等を評価することが可能。 

企業債 

対給水収益比率 

５３０．２％ ４８０．０％ ２７５．７％ ４１８．７％ 

給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す。 
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３ 今後検討予定の取組 

 

（１）投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

項目 内容 

アセットマネジメントの充実 

(施設・設備の長寿命化等によ

る投資の平準化) 

アセットマネジメントに基づく施設・設備の長寿命化を図る

ため、維持管理・修繕などに必要な施設情報の適正な管理と施

設台帳の更なる充実を図っていきます。 

施設・設備の統廃合 

（ダウンサイジング） 

 今後策定していく施設整備計画において、統廃合が可能な施

設の抽出を行い、施設の更新に合わせてダウンサイジングを検

討していく予定です。 

施設・設備の合理化 

（スペックダウン） 

 管路や設備の更新時には、将来の水需要の動向を踏まえた性

能にするなど規模の適正化を図ることで、更新費用の抑制に努

めます。 

広域化 

 長野県及び諏訪６市町村により設置された「諏訪圏域水道事

業広域連携検討会」において、事業統合や各種事業の共同事業

を含め、諏訪圏域の広域連携に向けた取り組みを進めていきま

す。検討会では、施設の共同化、維持管理・検針業務等の委託、

薬品・資材等購入の事務の広域的処理、災害時対応施設整備等

について関係機関で検討を進め、段階的に課題を解消していく

ことが当面の対応として協議されているため、圏域内市町村及

び県関係機関とともに、引き続き協議してまいります。 

民間活力の活用 
浄水場等施設管理の民間委託について、他事業者を参考に研

究を行っていきます。 

 

（２）財源についての検討状況等 

項目 内容 

料金 

 計画上の給水収益を確保するため、水需要の将来予測や料金 

引き上げの時期などによる改定率と実際の収益増加率の差を加

味して改定率の算定を行った上で、料金改定の検討を行います。 

企業債 
 世代間負担の公平化を考慮した借入額としつつ災害等の緊急

時には必要な投資を行うための企業債借り入れを検討します。 

繰入金 
 総務省から示される繰入基準に基づき、更なる繰り入れの可

能性について研究していきます。 

資産の有効活用等による収入

増加の取組 

 現在活用を行っていない遊休資産について、今後、売却や貸

付の検討を進めていきます。 

 内部に留保した資金を活用した債券運用の導入について、検

討を進めていきます。 
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東俣川水源取水口  

 

 

~~下諏訪町水道事業の基盤強化に向けて~ 

「下諏訪町水道事業経営戦略 第１期後期」 では、水道事業の現況と課題、今

後の見通しについて公表し、「下諏訪町水道事業ビジョン 2023」において基本理念

として掲げた 「未来へ受け継ぐ しもすわの水」 の実現に向けて、具体的な目標

設定を行い、今後 5 年間における投資・財政計画を策定しました。 

水道事業は、今後も健全な経営を行うことを目標とし、町民の皆様が安心・安全

な水道水を飲み続けることができるよう、今ある課題や数十年先を見通した評価を

確実に行い、改善していくことが重要であると考えます。 

人口減少、施設の老朽化等、将来の厳しい事業環境が予測される中、永続的に水

道事業を運営していくためにこれからも運営基盤強化への取り組みを進め、下諏訪

町の水を未来へと受け継いで行けるよう努めて参ります。 

- 35 -



【
水

道
事

業
】

収
支

計
画

（収
益

的
収

支
）

R
4.

12
.5

作
成

（
単

位
：
千

円
）

決
算

額
←

決
算

見
込

→
計

画
額

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

22
4,

55
1

22
8,

16
9

23
0,

48
8

22
9,

64
9

22
7,

18
3

2
2
3
,9

8
4

2
4
5
,0

0
9

2
5
3
,0

2
1

2
4
8
,7

0
8

2
5
9
,8

7
6

(1
)

20
8,

29
8

21
3,

42
9

21
7,

22
0

21
5,

82
6

21
3,

32
0

2
1
0
,5

4
9

2
3
1
,5

7
4

2
3
9
,5

8
6

2
3
5
,2

7
3

2
4
6
,4

4
1

(2
)

(B
)

81
1

90
9

82
9

80
1

81
5

8
1
5

8
1
5

8
1
5

8
1
5

8
1
5

(3
)

15
,4

42
13

,8
31

12
,4

39
13

,0
22

13
,0

48
1
2
,6

2
0

1
2
,6

2
0

1
2
,6

2
0

1
2
,6

2
0

1
2
,6

2
0

２
．

13
,1

49
29

,1
68

9,
82

1
9,

47
5

9,
83

8
9
,2

9
2

9
,2

3
1

8
,5

9
9

7
,7

0
3

7
,5

9
1

(1
)

(2
)

5,
03

3
21

,0
08

1,
29

4
66

7
56

0
4
6
0

4
6
0

4
6
0

4
6
0

4
6
0

(3
)

8,
11

6
8,

16
0

8,
52

7
8,

80
8

9,
27

8
8
,8

3
2

8
,7

7
1

8
,1

3
9

7
,2

4
3

7
,1

3
1

(C
)

23
7,

70
0

25
7,

33
7

24
0,

30
9

23
9,

12
4

23
7,

02
1

2
3
3
,2

7
6

2
5
4
,2

4
0

2
6
1
,6

2
0

2
5
6
,4

1
1

2
6
7
,4

6
7

１
．

22
3,

72
8

23
5,

86
7

23
4,

93
2

21
3,

14
0

21
5,

34
3

2
1
5
,2

0
5

2
2
5
,3

5
5

2
3
3
,1

2
7

2
2
4
,5

4
1

2
2
7
,8

6
2

(1
)

33
,2

81
33

,8
06

35
,4

92
22

,7
50

35
,1

92
3
3
,2

5
0

3
3
,2

5
0

3
3
,2

5
0

3
3
,2

5
0

3
3
,2

5
0

16
,0

33
16

,1
93

18
,0

77
11

,2
12

18
,0

08
1
8
,1

5
0

1
8
,1

5
0

1
8
,1

5
0

1
8
,1

5
0

1
8
,1

5
0

2,
72

6
2,

75
4

2,
75

0
1,

59
7

2,
66

5
2
,1

5
0

2
,1

5
0

2
,1

5
0

2
,1

5
0

2
,1

5
0

14
,5

22
14

,8
59

14
,6

65
9,

94
1

14
,5

19
1
2
,9

5
0

1
2
,9

5
0

1
2
,9

5
0

1
2
,9

5
0

1
2
,9

5
0

(2
)

63
,2

07
66

,0
90

63
,5

74
62

,7
45

68
,2

12
7
2
,1

8
5

8
1
,0

5
1

8
6
,6

7
0

7
6
,6

3
5

7
7
,6

4
2

3,
33

6
3,

60
4

3,
36

0
3,

60
4

4,
43

3
4
,7

3
3

5
,0

3
3

5
,3

3
3

5
,6

3
3

5
,9

3
3

11
,4

16
12

,3
93

11
,3

89
11

,8
75

13
,1

82
1
5
,3

5
0

1
6
,0

5
0

1
7
,0

5
0

1
7
,1

5
0

1
7
,2

5
0

6,
96

1
6,

61
9

7,
92

0
7,

42
1

8,
40

0
9
,3

0
0

9
,7

0
0

1
0
,1

0
0

1
0
,5

0
0

1
0
,9

0
0

15
,9

06
16

,4
74

17
,2

43
17

,1
29

17
,8

51
1
8
,5

3
0

2
5
,8

3
0

2
9
,5

3
0

1
8
,5

3
0

1
8
,5

3
0

25
,5

88
27

,0
00

23
,6

62
22

,7
16

24
,3

46
2
4
,2

7
2

2
4
,4

3
8

2
4
,6

5
7

2
4
,8

2
2

2
5
,0

2
9

(3
)

12
6,

01
8

12
8,

30
2

12
6,

91
5

11
9,

90
4

10
3,

88
4

1
0
8
,3

7
0

1
0
9
,6

5
4

1
1
1
,8

0
7

1
1
3
,2

5
6

1
1
5
,5

7
0

(4
)

1,
22

2
7,

66
9

8,
95

1
7,

74
1

8,
05

5
1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

1
,4

0
0

２
．

22
,9

83
27

,0
05

20
,4

23
18

,3
94

17
,9

47
1
6
,6

5
0

1
6
,1

0
6

1
5
,5

4
3

1
5
,0

9
3

1
4
,6

8
2

(1
)

22
,7

47
22

,4
70

19
,2

88
18

,0
12

17
,4

47
1
6
,1

5
0

1
5
,6

0
6

1
5
,0

4
3

1
4
,5

9
3

1
4
,1

8
2

(2
)

23
6

4,
53

5
1,

13
5

38
2

50
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

(D
)

24
6,

71
1

26
2,

87
2

25
5,

35
5

23
1,

53
4

23
3,

29
0

2
3
1
,8

5
5

2
4
1
,4

6
1

2
4
8
,6

7
0

2
3
9
,6

3
4

2
4
2
,5

4
4

(E
)

△
 9

,0
11

△
 5

,5
35

△
 1

5,
04

6
7,

59
0

3,
73

1
1
,4

2
1

1
2
,7

7
9

1
2
,9

5
0

1
6
,7

7
7

2
4
,9

2
3

(F
)

(G
)

2,
33

5

(H
)

△
 2

,3
35

△
 9

,0
11

△
 5

,5
35

△
 1

5,
04

6
5,

25
5

3,
73

1
1
,4

2
1

1
2
,7

7
9

1
2
,9

5
0

1
6
,7

7
7

2
4
,9

2
3

2,
17

8,
27

1
2
,1

34
,0

28
2,

12
6,

17
6

2,
09

4,
64

1
2,

05
6,

93
8

2,
0
1
9
,9

1
4

1
,9

8
3
,5

5
6

1
,9

4
7
,8

5
2

1
,9

1
2
,7

9
1

1
,8

7
8
,3

6
1

95
.6

3
10

0.
01

10
2.

16
10

3.
04

10
3.

71
1
0
4
.2

4
1
1
6
.7

5
1
2
3
.0

0
1
2
3
.0

0
1
3
1
.2

0

10
6.

49
11

6.
02

11
2.

81
10

5.
43

10
6.

89
1
0
7
.3

8
1
1
4
.2

4
1
2
0
.3

4
1
1
8
.3

1
1
2
2
.0

6

89
.8

0%
86

.2
0%

90
.5

6%
97

.7
3%

97
.0

2%
9
7
.0

7
%

1
0
2
.1

9
%

1
0
2
.2

1
%

1
0
3
.9

6
%

1
0
7
.4

9
%

年
間

有
収

水
量

（㎥
）

供
給

単
価

（円
/㎥

）

給
水

原
価

（円
/㎥

）

料
金

回
収

率
（％

）

長
期

前
受

金
戻

入

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

補
助

金

そ
の

他

営
業

外
収

益

元
年

度
４

年
度

３
年

度
２

年
度

３
０

年
度

(E
)+

(H
)

委
託

料

基
本

給

退
職

手
当

支
出

計

営
業

外
費

用

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

そ
の

他

支
払

利
息

そ
の

他

薬
品

費

経
常

損
益

特
別

損
失

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

特
別

利
益 (F

)-
(G

)

(C
)-

(D
)

収 益 的 収 支 特
別

損
益

営
業

収
益

職
員

給
与

費

経
費

収 益 的 収 入

そ
の

他

収 益 的 支 出

営
業

費
用

収
入

計

動
力

費

修
繕

費

９
年

度
６

年
度

７
年

度
８

年
度

５
年

度

- 36 -



収
支

計
画

（資
本

的
収

支
）

（単
位

：
千

円
）

決
算

額
←

決
算

見
込

→
計

画
額

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

36
,4

0
0

59
,7

00
60

,0
00

44
,0

00
56

,0
00

10
0,

00
0

60
,0

00
64

,0
00

63
,0

00
6
3
,0

0
0

２
．

３
．

４
．

6
,4

5
4

25
,1

60
1,

00
0

3,
29

0
19

,2
78

4,
00

0
11

,0
00

1,
00

0
1,

00
0

1
,0

0
0

５
．

(A
)

42
,8

5
4

84
,8

60
61

,0
00

47
,2

90
75

,2
78

10
4,

00
0

71
,0

00
65

,0
00

64
,0

00
6
4
,0

0
0

(B
)

(C
)

42
,8

5
4

84
,8

60
61

,0
00

47
,2

90
75

,2
78

10
4,

00
0

71
,0

00
65

,0
00

64
,0

00
6
4
,0

0
0

１
．

48
,9

6
9

14
8,

95
7

74
,1

93
11

6,
77

2
14

4,
24

7
18

7,
00

7
12

4,
05

9
13

4,
66

1
15

0,
66

4
1
5
0
,6

6
7

5,
65

3
5,

65
6

5,
65

9
5,

66
1

5,
66

4
5
,6

6
7

２
．

63
,4

6
6

66
,2

42
64

,0
88

62
,1

98
63

,0
10

60
,8

04
61

,1
90

61
,8

45
61

,6
23

6
1
,5

8
3

３
．

４
．

５
．

(D
)

1
12

,4
3
5

21
5,

19
9

13
8,

28
1

17
8,

97
0

20
7,

25
7

24
7,

81
1

18
5,

24
9

19
6,

50
6

21
2,

28
7

2
1
2
,2

5
0

(E
)

69
,5

8
1

13
0,

33
9

77
,2

81
13

1,
68

0
13

1,
97

9
14

3,
81

1
11

4,
24

9
13

1,
50

6
14

8,
28

7
1
4
8
,2

5
0

１
．

66
,3

8
8

11
6,

39
0

71
,1

51
12

2,
33

9
11

8,
12

0
12

5,
67

6
10

2,
40

9
11

8,
60

6
13

3,
78

7
1
3
3
,7

5
0

２
．

３
．

４
．

3
,1

9
3

13
,9

49
6,

13
0

9,
34

1
13

,8
59

18
,1

35
11

,8
40

12
,9

00
14

,5
00

1
4
,5

0
0

(F
)

69
,5

8
1

13
0,

33
9

77
,2

81
13

1,
68

0
13

1,
97

9
14

3,
81

1
11

4,
24

9
13

1,
50

6
14

8,
28

7
1
4
8
,2

5
0

(H
)

1
,1

7
3,

2
23

1,
16

6,
68

0
1,

16
2,

59
2

1,
14

4,
39

4
1,

13
7,

38
4

1,
17

6,
57

9
1,

17
5,

39
0

1,
17

7,
54

4
1,

17
8,

92
2

1
,1

8
0
,3

3
9

23
,0

5
2

75
,7

87
87

,2
08

14
3,

39
5

13
9,

92
2

12
4,

46
3

99
,7

24
99

,5
99

86
,0

59
5
9
,6

8
6

1
19

,1
2
4

12
7,

81
1

12
7,

33
9

11
8,

86
6

10
2,

66
1

10
0,

93
7

10
2,

28
3

10
5,

06
7

10
7,

41
3

1
0
9
,8

3
9

2
61

,8
8
4

26
1,

88
4

26
1,

88
4

26
1,

88
4

26
1,

88
4

26
1,

88
4

26
1,

88
4

26
1,

88
4

26
1,

88
4

2
6
1
,8

8
4

3
37

,6
7
2

34
9,

09
2

40
5,

28
0

40
1,

80
6

38
6,

34
7

36
1,

60
8

36
1,

48
2

34
7,

94
4

32
1,

56
9

2
9
7
,6

5
9

資 本 的 支 出

過
年

度
損

益
勘

定
留

保
資

金
残

額

現
年

度
損

益
勘

定
留

保
資

金

損
益

勘
定

留
保

資
金

そ
の

他

計

補
て

ん
財

源
不

足
額

補 て ん 財 源

資 本 的 収 支

企
業

債
償

還
金

繰
越

工
事

資
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

補
て

ん
財

源
残

高

企
業

債
残

高

資 本 的 収 入

利
益

剰
余

金
処

分
額

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

資
本

費
平

準
化

債

(A
)-

(B
)

建
設

改
良

費

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

計

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計
そ

の
他

(E
)-

(F
)

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債

国
（

県
）

補
助

金

純
計

２
年

度
３

年
度

９
年

度
８

年
度

６
年

度
７

年
度

５
年

度
３

０
年

度
４

年
度

元
年

度

積
立

金
（
減

債
積

立
金

・建
設

改
良

積
立

金
）

- 37 -


